
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて 

 

令和６年３月２０日 

在ロサンゼルス日本国総領事館 

領事警備班 

 

 

 「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第１０２号、以下「改正民法」という。）」の施行に伴い、令和

６（２０２４）年４月１日から下記のとおり嫡出推定制度及び女性の待婚期間に

関する取扱いが変更となります。 

 

第１ 嫡出推定制度に関する改正 

１ 嫡出推定とは 

 民法は、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を

図るため、嫡出推定という制度を設けています。 

 具体的には、婚姻の成立した日から２００日を経過した日より後に生まれ

た子又は離婚等により婚姻を解消した日から３００日以内に生まれた子を、

夫の子と推定することとしています。 

２ 改正のポイント 

 今回の改正により、上記１の嫡出推定の範囲に例外が設けられることとな

りました。 

 具体的には、婚姻の成立した日から２００日以内に生まれた子についても、

夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から３００日以内に生まれた

子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後

の夫の子と推定することとしました。 

 これにより、婚姻の解消等の日から３００日以内に生まれた子であっても、

母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とす

る出生の届出が可能となります。 

３ 本改正が適用される子 

 改正民法の施行日（令和６年４月１日）以後に生まれる子に適用されます。 

 

第２ 女性の待婚期間の廃止 

 女性について、一定の条件を満たす場合を除き、前婚の解消又は取り消し

の日から１００日を経過した後でなければ、再婚することができないとい

う待婚期間が定められておりましたが、改正民法の施行日（令和６年４月１



日）以後にされる婚姻については、この待婚期間が廃止されます。 

 

第３ その他の改正 

 改正民法においては上記のほか、懲戒権や嫡出否認における否認権者の

拡大・出訴期間の伸長等についても盛り込まれておりますので、改正の詳細

については法務 

省ホームページ（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html）をご覧下

さい。 


